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議案第５１号 

白岡市税条例の一部を改正する条例 

白岡市税条例（昭和３０年白岡町条例第４号）の一部を次のように改正

する。  

第３４条の６第１項第２号中「及び第３号」を「から第４号まで」に、

「同条第３項」を「前号に掲げる寄附金を除く。）」に、「により特定寄

附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。）」を「する

特定非営利活動に関する寄附金」に改め、同項第３号中「別に条例で定め

るもの」を「埼玉県指定特定非営利活動法人を指定する条例（平成２５年

埼玉県条例第３６号）で指定する特定非営利活動法人に対するもの」に改

める。 

第５６条中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」に改める。  

附則第４条の２を削る。 

附則第９条第１項及び附則第９条の２中「第３４条の７」を「第３４条

の６」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める日から施行する。 

⑴ 附則第９条第１項及び附則第９条の２の改正規定 公布の日 

⑵ 第５６条の改正規定 令和７年４月１日 

⑶ 第３４条の６第１項の改正規定、附則第４条の２を削る改正規定及

び次条の規定 公益信託に関する法律（令和６年法律第３０号）の施

行の日の属する年の翌年の１月１日 

（経過措置） 

第２条 所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第

３条第１項の規定の適用がある場合における前条第３号に掲げる規定に

よる改正後の第３４条の６第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定

の適用については、同項第２号中「寄附金（前号に掲げる寄附金を除く

。）」とあるのは、「寄附金（所得税法等の一部を改正する法律（令和
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６年法律第８号）附則第３条第１項の規定によりなおその効力を有する

ものとされる同法第１条の規定による改正前の所得税法第７８条第３項

の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金

を除く。）」とする。 

 

令和６年８月２９日提出  

 

白岡市長 藤井 栄一郎  

 

提 案 理 由  

 地方税法等の一部を改正する法律等の公布に伴い、本条例改正の必要を

認め、この案を提出するものである。  

 


